
富士見・曽利遺跡

赤線の枠内が国の史跡に追加指定された富士見町境の
「曽利遺跡」（井戸尻考古館・金剛建設提供）

国
雇
跡
に
正
式
決
定

文
科
省
「
井
戸
尻
」
へ
追
加
指
定

文
部
科
学
省
は
、
富

士
見
町
境
の
「
曽
利
遺

跡
」
を
1
9
6
6
年
に

国
の
史
跡
に
な
っ
た
井

戸
尻
遺
跡
へ
追
加
指
定

す
る
官
報
告
示
を
行
っ

た
。
名
称
は
井
戸
尻
遺

跡
と
曽
利
遺
跡
を
含
む
「
井
戸
尻
遺
跡

群
」
。
県
内
3
9
件
目
の
国
の
史
跡
と
し
て

正
式
決
定
し
た
。
遺
跡
群
を
研
究
す
る

同
町
井
戸
尻
考
古
館
の
小
松
隆
史
館
長

は
「
史
跡
指
定
と
新
館
建
設
の
時
期
が

重
な
り
、
遺
跡
を
保
存
し
な
が
ら
活
用

す
る
と
い
う
重
要
な
体
制
の
一
歩
が
踏

み
出
せ
る
こ
と
は
非
常
に
有
意
義
」
と

喜
び
を
語
っ
た
。
　
（
佐
々
木
孝
彦
）

官
報
告
示
は
1
8
目
付
。
関
係
者

の
間
で
は
当
初
、
「
告
示
は
1
0
月

ご
ろ
だ
ろ
う
」
と
い
う
見
込
み
が
イ

あ
っ
た
た
め
、
小
松
館
長
は
「
予

測
よ
り
早
い
〝
突
然
″
の
告
示

に
、
か
な
り
驚
い
た
」
と
い
う
。

曽
利
遺
跡
は
現
荏
の
井
戸
尻
考

古
館
の
敷
地
を
含
め
た
面
積
1
万

3
4
5
9
平
方
㍍
の
範
囲
。
縄
文

時
代
の
大
集
落
跡
で
、
こ
れ
ま
で

童
重
な
遺
物
が
数
多
く
出
土
し
て

い
る
。
現
考
古
館
の
建
物
が
遺
跡

の
直
上
に
あ
り
、
以
前
か
ら
研
琴

や
保
存
の
観
点
で
建
物
の
移
設
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。

同
遺
跡
か
ら
は
1
9
6
0
年
の

第
1
次
調
査
後
、
第
9
次
調
査
ま

で
に
9
0
軒
以
上
の
住
居
址
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
の
第

1
0
～
1
2
調
査
で
、
住
居
地
2
0
軒
と

小
竪
穴
1
6
9
基
が
見
つ
か
る
な

ど
．
、
縄
文
中
期
初
頭
か
ら
末
葉
に

か
け
て
の
拠
占
術
な
大
規
模
集
落

で
あ
る
こ
と
が
判
明
。
出
土
品
も

数
多
く
、
縄
文
土
器
7
点
と
「
信

州
の
特
色
あ
る
縄
文
土
器
」
1
点

が
県
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

井
戸
尻
考
古
館
は
、
現
在
の
建

物
が
1
9
7
4
年
に
開
館
後
、
5
1

年
が
経
過
し
、
老
朽
化
し
た
こ
と

か
ら
2
0
2
9
年
度
の
開
館
に
向

け
た
新
館
建
設
の
準
備
を
進
め
て

い
る
。
小
松
館
長
は
「
史
跡
層
定

と
新
館
建
設
を
地
域
活
性
化
に
つ

な
げ
た
い
」
と
意
気
込
ん
だ
。


